
高校生トップアスリート支援事業 実施要項 

 

 

１ 目 的 

   第７９回国民スポーツ大会に向けて少年種別の競技力向上を図るため、本県の代表として活

躍が期待される競技力の高い高校生アスリートを指定し、選手の競技活動を支援する。 

 

２ 対 象 

   公益財団法人 滋賀県スポーツ協会（以下「県スポーツ協会」という。） 

 

３ 内 容 

（１）対象選手 

対象選手は競技団体長より推薦を受け、以下の①かつ②又は③の要件を満たす者とする。 

①滋賀県内の高等学校に在籍または滋賀県内に居住し通信制高等学校に在籍する者 

②国民スポーツ大会等で８位入賞以上が見込める選手、または国民スポーツ大会等におい

てその選手の加入によりチーム成績８位入賞以上が見込めること 

③その他、選考委員会において上記実績と同等の競技力を有すると判断される者 

 

（２）支援内容 

選考委員会において決定された選手に対して、県スポーツ協会から以下の支援を行う。 

①全選手に強化活動費として定額１２万円を給付する。 

    ②寮生活等を行う選手には、①に加え定額４８万円（月額４万円）を給付する。 

本事業による支援は、原則３年間の継続とするが年度ごとに審査を行うこととする。 

 

４ その他 

   本事業については、県スポーツ協会で定める「高校生トップアスリート支援事業要綱」に  

従って実施することとする。 

   補助金の交付は、原則概算払いとする。 

 

付 則 

 この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

この要項は、令和４年４月１日から施行する。 

 この要項は、令和５年４月１日から施行する。 

 この要項は、令和６年４月１日から施行する。 


